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生徒心得 

令和４年４月１日改正  

【通則】 

１ 広く知識を求め、真面目に学習する。 

２ 目標をしっかり定め、行動には責任を持って、明るくけじめのある生活をする。 

３ 健康な身体と強い精神力を養う。 

４ 郷土を愛し、人を思いやる心を育てる。 

 

【礼儀】 

１ あいさつはお互いの人格を尊重し、親しみを込めた気持ちで行う。 

２ 年上の人、外来者に対しては勿論のこと友人の間においても、失礼な言葉遣いや態度になら

ないようにする。 

３ 常にエチケットを守り、他人に迷惑をかけることのないようにする。 

 

【交友】 

１ 尊敬、信頼、ゆずり合いの気持ちをお互いに持って、友情を深める。 

２ 交際は、高校生であることを自覚し、明るく健全なものにする。 

 

【身だしなみ】 

１ 服装は、常に清潔・端正にし、高校生としての品位を保つようにする。原則として、進路先

の面接に行くことができる身だしなみとする。 

 

２ 規定の服装は、Ａタイプはブレザー、スラックス、カッターシャツ、ネクタイ、Ｂタイプは

ブレザー、スカート・スラックス、ブラウス、リボン・ネクタイとし、型は別に図示したものに

従うこと。 

３ 学校行事（始業式、終業式、入学式、卒業式）には冬服・夏服を着用する。 

（１）冬服 （４月～５月、１０月～３月） 

      Ａタイプはブレザー、スラックス、カッターシャツ、ネクタイ 

      Ｂタイプ 

・スカート型はブレザー、スカート、ブラウス、リボン 

   ・スラックス型はブレザー、スラックス、ブラウス、リボン・ネクタイ 

（２）夏服 （６月～９月） 

      Ａタイプはカッターシャツ、スラックス、ネクタイ 

      Ｂタイプ 

・スカート型はブラウス、スカート、リボン 

・スラックス型はブラウス、スラックス、リボン・ネクタイ 

（３）合服 

      Ａタイプはカッターシャツ、スラックス、ネクタイ、ベスト 
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      Ｂタイプ 

・スカート型はブラウス、スカート、リボン、ベスト 

   ・スラックス型はブラウス、スラックス、リボン・ネクタイ、ベスト 

（４）防寒着 

     ア  ブレザーの下に規定のセーターを着用する。 

     イ  冷え込んだ日は、ブレザーの上に防寒着を着用して登下校しても良い。 

（５）靴・上履き 

     ア  通学には革靴又は運動靴を使用する。 

     イ  上履きは入学時に示された規定のものを使用する。 

 

４  頭髪は、常に清潔・端正にし、高校生としての品位を保つようにする。頭髪の加工をしない

（染色・脱色等）。原則として、進路先の面接に行くことができる頭髪とする。 

 

【届出】 

１ 在学・卒業見込み等の証明書の交付を必要とするときは事務室に申し出る。 

２ 旅行運賃割引証を必要とするときは所定の用紙に必要事項を記入し、担任に申し出る。 

３ 設備器具備品等破損又は汚損した場合は速やかに担任に申し出る。 

４ 拾得物や紛失物は速やかに担任に届け出る。 

５ アルバイトを行う場合は、所定の用紙により届け出る。 

６ 出版物・掲示貼り紙等は顧問又は担任を通じ校長に届け出て許可を得て行うこと。 

７ 怪我などの理由により、異装が必要な場合は、異装の届出を行う。 

 

【交通安全】 

１ 通学について 

（１）道路の右側又は歩道を通行し、多人数が並ぶような歩き方はしない。 

（２）歩道・陸橋・横断歩道がある場所では、必ずそこを通行する。 

（３）ＪＲ・バス等公共交通機関を利用する際は、マナーを守り、他の乗客に迷惑にならない

よう注意する。 

（４）原則として自転車通学は認めない。 

２ 「四ない運動」を守ること。自己の生命や他人の生命を守るために、下記のことを守ること。 

（１）自動車・単車を買わない。 

（２）自動車・単車を運転しない。 

（３）自動車・単車の運転免許証を取らない。 

（４）自動車・単車に乗せてもらわない。 

      但し、就職等で必要な場合は、原則として３学年１２月の定期考査最終日より普通免許証

等の取得のための教習を特例として受けることができる。 

 

 

 



- 69 - 
 

【校則の改正又は廃止の手続き】 

１ 生徒会、PTA役員会、教職員は、意見を集約し、校長に対し、校則の改正又は廃止を求めるこ

とができる。 

２ 前項の規定に基づく求めがあったとき、又は校則の見直しが必要となったときは、職員会議、

PTA 役員会、学校運営協議会でその内容について議論するものとする。 

３ 校長は、各会議の議論を踏まえ、校則の改正又は廃止について決定するものとする。 

４ 前項の決定にあたっては、議論の経過及び決定理由について、生徒及び保護者に説明するも

のとする。 
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